
②一時に納付を行うことが困難であること
●対象となる税
令 和2年2月1日 か ら 令 和3年1月31日 ま で に 納 期
限が到来する市県民税、法人市民税、固定資産税、
軽自動車税、国民健康保険税

お知らせ
納税が困難な方に対する
市税等の徴収猶予の特例制度について

　新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、無担保、延滞金免除で 1
年間、市税等の徴収猶予を受けることができます。

問合せ　税務課　☎ 42-8714

●対象となる方
次の①②のいずれも満たす個人および法人
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月
以降の期間（1 カ月以上）において、事業等に係る
売上等が前年同期に比べて概ね 20％以上減少して
いること

▶ 新型コロナウイルス感染症拡大に関するお知らせ

２.令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年
中の所得見込額が現行の国民年金保険料の免除等
に該当する水準になることが見込まれること
●申請方法
制度の詳細や申請書類のダウンロードについては、
日本年金機構ホームページをご覧ください。

お知らせ
国民年金保険料免除等の
臨時特例措置について

　新型コロナウイルス感染症の影響により、業務
の喪失などにより収入が相当程度まで下がった場
合は、臨時特例措置として国民年金保険料免除申
請（学生の方は学生納付特例）が可能となりました。
●対象となる方（次のいずれにも該当する方）
１.令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症
　の影響により収入が減少したこと

問合せ　市民課　☎ 42-8722
　　　　加古川年金事務所☎ 079-427-4740

お知らせ
令和 2 年度
子育て世帯への臨時特別給付金

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援する取組みとして、児童手当を受給する
世帯に対して臨時特別給付金を支給します。

問合せ　地域福祉課家庭児童支援係☎ 42-8709

●支給対象者：令和２年４月分（および３月分）の児童手当受給者（特例給付を除く）
●対象児童：平成16年４月２日から令和２年３月31日までに生まれた子供
●給付額：対象児童１人につき１万円（一回のみの支給）　●支給時期：６月29日（月）予定
●支給方法：①公務員以外は、６月上旬に対象者へ案内発送。児童手当支給口座へ振込み。※申請不要
　　　　　　②公務員は、所属官公庁を通じて申請書類を受け取り、住民票のある自治体へ申請。
　　　　　　※②の方は令和2年9月30日（水）までが支給期限となります。
●受給拒否の届出について　
①方法「受給拒否の届出書」を郵送または窓口まで持参　※市ホームページを確認してください。
②期限　令和２年６月18日（木）【必着】　
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国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、特別定額給付金事業が実施されています。加西市でも支給
に向けた手続きを進めていますのでご案内します。

10 支給されます1 人につき
　  万円

給付対象者 基準日（令和 2 年 4 月 27 日）時点で、
加西市の住民基本台帳に記録されている者

受給者 給付対象者の属する世帯の世帯主

特別定額給付金申請案内

問合せ先11
給付日について

●申請方法

給付対象者には、5 月 19 日から発送しています。※返信用封筒が同封されています。

申請書●1

　加西市から受給者宛てに郵送された申請書に振り込み口座を記入し、振込先口座の確認書類（通帳等）と本人確認書類
　の写しを加西市へ返信。

1
申請方法●2

1
給付方法●3

申請内容を確認後、申請書に記載された口座に振り込みます。

　マイナポータルから振込先口座を入力し、振込先口座の確認書類をアップロードして電子申請。
　※本人確認書類は不要。振込通知書は送付いたしません。

（マイナンバーカード所持者のみ可能）　※ 5/1 から（金）から受付中

※振込通知書は送付いたしません。

原則として毎週火曜日・木曜日に金融機関口座へ振り込みます。 特別定額給付金室　☎ 0790-42-2204

郵送申請方式

オンライン申請方式

以下の申請方式がありますが、いずれの方式も 6 月以降は給付時期に変わりはありません。

特別定額給付金（10 万円）詐欺にご注意！！

　　　　　　　　　　
●特別定額給付金に関して
①銀行口座や個人情報などをメールやソーシャル・ネットワーキング・サービスでお問い合わせすることはありま
　せん。メールに添付されたリンク先にはアクセスしないでください。
②現金自動預払機（ＡＴＭ）の操作をお願いすることは絶対にありません。
③特別定額給付金の支給のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。不審なメール等があっても、
　うのみにせず、加西市消費生活センター（42-8739）までご相談ください。
●問合先：加西市消費生活センター（月～金9:00 ～ 16:30）☎㊷8739
　　　　　消費者ホットライン 188（局番なし 平日9:00 ～ 17:00、土日祝10:00 ～ 16:00）

特別定額給付金について、市や官公庁の職員を装った給付金詐欺などが予想されます。十分にご注意ください。
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